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つくばみらい市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年３月１２日（月）午後１時３０分から午後２時１０分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎２階 第３会議室 

 

３．出席者 

  農業委員（９人）  

 会   長  ６番 齊 藤 常 夫 

 委   員  １番 谷 口 眞 一 

 委   員  ２番 菊 地 典 夫 

 委   員  ３番 豊 島 利 夫 

 委   員  ４番 栗 原 哲 

 委   員  ７番 羽 田 茂 

 委   員  ８番 宮 田 一日出 

 委   員  ９番 飯 泉 秀 夫 

 委   員 １０番 矢 口 剛 

 

   農業委員会事務局職員（４人） 

  事 務 局 長   古 谷 隆 夫 

  事務局長補佐   石 神 正 夫 

 主   査    中 山 幹 夫 

 係   長   大久保慎太郎 

 

４．欠席委員（１人） 

 会長職務代理者  ５番 中 山 雅 史 

 

５．傍聴者 

   なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

  議案第２号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

  議案第３号  非農地証明発行可否について 

  議案第４号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（利用権設定） 

 議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（中間管理事業） 

  議案第６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

         農用地利用配分計画（案）の意見聴取について 
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   報告事項 

①農地法第４条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する 

         専決処分について 

②農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する 

         専決処分について 

        ③農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

                          

７．会議の概要 

 

 １．事務局（古谷事務局長）    

   定刻になりましたので，ただいまから平成３０年３月の定例総会を開催いたします。 

   なお，携帯電話等については，電源を切るか又はマナーモードにしていただきます 

  ようお願いいたします。 

   それでは，はじめに齊藤会長より皆様にご挨拶申し上げます。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

  ３月の定例総会に，お忙しいところご出席頂きまして有難うございます。総会の開 

会にあたり，一言ご挨拶申し上げます。 

まずは，３月１日に小美玉市で行われました，平成２９年度 新・農地を活かし担 

い手を応援する運動推進大会に多数参加して頂きまして，ありがとうございました。 

研修会では，全国農業会議所の講演，事例発表会などがありましたが，大変参考にな 

った研修と思います。 

特に，茨城県農業会議から説明のあった全農地の利用状況調査については，２月の 

農地利用最適化推進連絡会でも報告しましたように，今後，私たちの農業委員会でも 

実施しなければならない大きなテーマでもあります。しかし，この実施には，ハード， 

ソフト両面で解決しなければならない課題があります。これらの課題を解決すること 

を優先して取り組んでいくことにいたしたいと考えており，皆さんの意見を頂きなが 

ら進めていきます。 

本日の総会は，議案６件と報告事項３件となっています。皆さんの精力的なご審議 

をお願いいたします。 

以上，簡単ですが挨拶と致します。よろしくお願いいたします。 

    

１．事務局（古谷事務局長） 

   ありがとうございました。 

   本日は，５番中山雅史会長職務代理者より欠席の通告がございましたので報告いた 
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します。本日の出席委員は，農業委員１０名中９名であります。委員の出席人数が定 

足数に達しておりますので，会議は成立しております。 

   それでは，つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により，議長は会長が 

務めることとなっておりますので，以降の議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，暫時議事を進めさせていただきます。 

   まず，議事録署名委員の選出ですが，私議長にご一任していただくことにご異議は 

  ありませんか。 

   （異議なしの声） 

   異議なしの声がございましたので，異議なしと認め指名させていただきます。 

   １番谷口委員，２番菊地委員を議事録署名委員に選出いたします。 

   よろしくお願いいたします。 

   書記については事務局でお願いします。 

   それでは，議案審議に入らせていただきます。議案第１号「農地法第５条の規定に 

  よる権利の設定，移転の許可について」を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」をご説 

  明いたします。 

  今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は１件となっております。 

１ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は後援会事務所の仮設駐車場整 

備のための使用貸借となっております。申請地は，川崎字中曽根２３６１番，地目は 

登記，現況とも畑，面積は６８㎡，上小目字前畑２５０番１，地目は登記，現況とも 

畑，面積は２７５㎡，上小目字前畑２５１番１，地目は登記，現況とも畑，面積は 

１８１㎡の合計３筆，５２４㎡でございます。 

鉄板７７枚を敷設する計画で，平成３０年５月３１日までの一時転用となっており 

ます。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて，現地確認及び書類審査の報告をお願いします。 
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  谷和原地区担当の調査部会１班の１番谷口委員よりお願いいたします。 

 

 １．谷口委員 

  それでは私の方から，農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について， 

３月５日に行いました書類審査及び現地調査結果についてご報告いたします。 

当日は，齊藤会長，羽田委員，事務局から石神補佐，大久保係長，そして私の計５ 

名で実施しました。 

地図は２ページになります。場所は谷和原庁舎から小絹方面に向かって，ＪＡ茨城 

みなみさんの農産物直売所の手前の右側にあります。３筆ありますが，川崎２３６１ 

番の６８㎡の方は若干草が生えておりました。他はきれいに耕作されておりました。 

また，上に鉄板を敷いて駐車場として利用するということです。 

申請者は，申請地３筆，合計５２４㎡を利用し，後援会事務所の仮設駐車場を整備 

するために申請されたものでございます。平成３０年５月３１日までの一時転用とな 

っております。 

申請地の農地区分は，農用地区域内農地及びおおむね１０ｈａ以上の規模の一団の 

農地の区域内にある農地であるため１種農地と判断いたします。関係法令との調整も 

行っており，仮設駐車場のための許可要件を満たしていると考えます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。 

書類審査及び現地調査の報告が終わりましたので早速，審議に入ります。 

  議案第１号につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので，採決いたします。議案第１号について原案の通り許可すること 

に賛成の方の挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて，議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」を議 

題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説 

明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は８件となっております。 

３ページをご覧ください。 

受付番号１番，申請地は板橋字立羽２４６番，地目は登記，現況とも田，面積 

３，１２０㎡，板橋字大房地１９７１番，地目は登記，現況とも畑，面積７３７㎡， 

合計２筆 ３，８５７㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

本申請は，平成３０年２月の総会で可決した案件ですが，譲受人の変更による再申 

請となります。 

続きまして受付番号２番，申請地は豊体字豊体１３０番，地目は登記，現況とも畑， 

面積７７２㎡，豊体字豊体１３１番，地目は登記，現況とも畑，面積２９５㎡，合計 

２筆１，０６７㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号３番，申請地は伊丹字伊丹６７７番，地目は登記現況とも田， 

面積１，７６２㎡の自作地，契約内容は贈与となっております。 

続きまして受付番号４番，申請地は山王新田字山王新田耕地１７１２番１，地目は 

登記，現況とも田，面積２，９７９㎡，山王新田字山王新田耕地１６８５番，地目は 

登記，現況とも田，面積５，３９０㎡，山王新田字山王新田耕地１６６２番，地目は 

登記，現況とも田，面積２，４７０㎡，山王新田字下耕地１５４番１，地目は登記， 

現況とも畑，面積１，２６６㎡，下平柳字下畑５２７番，地目は登記，現況とも畑， 

面積２，１６５㎡，合計５筆１４，２７０㎡の自作地，契約内容は売買となっており 

ます。 

続きまして受付番号５番，申請地は山王新田字山王新田耕地１６８８番，地目は登 

記現況とも畑，面積５７㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号６番，申請地は板橋字関場８０４番，地目は登記，現況とも田， 

面積７３０㎡の小作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号７番，申請地は下小目字下小目２６９５番，地目は登記，現況 

とも畑，面積１，４８５㎡の自作地，契約内容は交換となっております。 

続きまして受付番号８番，申請地は下小目字下小目２７２９番，地目は登記，現況 
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とも田，面積１，４９０㎡の自作地，契約内容は交換となっております。 

農地法第３条第２項各号につきましては，別紙「農地法第３条調査書」をご覧くだ 

さい。 

以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明が終わりました。それでは，続いて書類審査と現地調査の結果を報告 

いただきたいと思います。 

  まず，受付番号 1番から６番につきまして，伊奈地区を担当していただきました， 

調査部会３班の４番栗原委員よりお願いいたします。 

 

 １．栗原委員 

  ３月５日に行った書類審査及び現地調査結果についてご報告いたします。メンバー 

は齊藤会長，谷口委員，宮田委員，事務局から石神補佐，大久保係長，そして私の計 

５名で実施しました。 

受付番号１番，地図は５ページになります。申請地は事務局からもありましたとお 

り，２月に許可している農地になります。田は耕作管理されており，畑もハウスが設 

置されているところもあり管理された農地でした。 

申請者は自作地約７６８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は３名で，水 

稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，１筆３，１２０㎡，登記現況とも畑，１筆７３７㎡の 

合計２筆３，８５７㎡を規模拡大のため売買により譲り受け，水稲・野菜を作付する 

予定です。 

続きまして受付番号２番，地図は６ページになります。申請地は豊小学校から守谷 

方面に向かって五，六百メートル位の場所にあります。 

現地調査の際に申請者がおりましたが，農地改良をする際には許可後に適切な手続 

きをとるように指導しております。 

申請者は，申請地の西側の農地も耕作しております。自作地約３３３アールを耕作 

しており，世帯員の常時従事者は１名で，水稲・陸稲を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，２筆１，０６７㎡で規模拡大のため売買により譲り受 

け，陸稲を作付する予定です。 

続きまして受付番号３番，地図は７ページになります。 

申請地は，台通用水路が久賀方面と城中方面に分岐する地点の西側に位置しており 

ます。隣接する３反歩ほどの田と一体で耕作されておりました。 
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申請者は自作地約１０２アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名で，水 

稲・麦・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，１筆１，７６２㎡で，規模拡大のため贈与により譲り 

受け，水稲を作付する予定です。 

続きまして受付番号４番，地図は８ページになります。 

申請地は中通川の南側にあります１６６２番，１６８５番，１７１２番１と，小貝 

川の北側に位置しています５２７番，１５４番 1になります。すべてきれいに耕作管 

理されていました。 

申請者は自作地約８８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名で，水稲・

野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，３筆１０，８３９㎡，登記現況とも畑，２筆 

３，４３１㎡の合計５筆，１４，２７０㎡を規模拡大のため売買により譲り受け，水 

稲・野菜を作付する予定です。 

続きまして受付番号５番，地図は８ページになります。 

こちらは先ほどの案件の１６８５番のすぐ隣にある小さな黒く塗りつぶしてある部 

分です。隣接する宅地と合わせて売買されます。現地調査の際に建築資材のような 

ものが置かれていましたので，許可する際には撤去するよう事務局から指導します。 

申請者は自作地約３６３アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，１筆５７㎡で規模拡大のため売買により譲り受け，野 

菜を作付する予定です。 

続きまして受付番号６番，地図は９ページになります。 

五反田のコンビニエンスストアの北側に位置しております。すでに小作地として隣 

接する田と一体的に耕作しております。 

申請者は自作地約５３アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名で，水稲・ 

野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，１筆 ７３０㎡で，現在も譲受人が小作地として水稲 

の栽培を行っている農地を売買により譲り受けるものです。 

以上のことから，受付番号１番から６番については，農機具等も所有しており，農 

地法第３条第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考え 

ます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 
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   はい，ありがとうございました。 

   続きまして，受付番号７番，８番について谷和原地区を担当していただきました， 

調査部会１班の７番羽田委員より報告をお願いします。 

 

１．羽田委員 

同じく，農地法第３条の規定による所有権移転の許可について，受付番号７番，地 

図は１０ページでございます。 

３月５日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

当日のメンバーは，事務局からは石神事務局長補佐と大久保係長，そして齊藤会長， 

谷口委員と私の計５名で午後から実施しました。 

受付番号７番，地図は１０ページになります。申請理由は交換ということで，受付 

番号８番との交換になります。 

現地の状況は，よく管理されている畑でございます。 

申請者は自作地約７３アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名で，水稲・ 

野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，１筆１，４８５㎡を交換により譲り受け，野菜を作付 

する予定です。 

続きまして受付番号８番，こちらも地図は１０ページになります。 

現地は，つくばみらい消防署谷和原出張所から常磐道の隧道をぬけて右折した場所 

になります。きれいに管理されている田です。 

申請者は自作地約２３０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，１筆１，４９０㎡を交換により譲り受け，水稲を作付 

する予定です。 

以上のことから，受付番号７，８番については，農機具等も所有しており，農地法 

第３条第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えます 

ので，問題ないものと思います。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   はい。ありがとうございました。 

   調査部会の報告が終わりましたので，早速審議に入ります。 

   まず，受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願い 

ます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

す。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   受付番号４番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい。豊島委員どうぞ。 

 

１．豊島委員 

はい。売買単価が１０アール当たり１０万５千円ということで，少し安いと思うの 

ですが，これは何か事情があるのかどうかお聞きしたいのですが。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい，では事務局から説明をお願いします。 

 

１． 事務局（大久保係長） 

はい。地図を見ていただきますと，申請地のすぐ北側に住まいもあるのですが， 

ここも一緒に取手市にお住いの譲渡人が相続したのですが、今はだれも住んでいま 

せん。農地についても，高齢のため耕作することもできず，このままでは耕作放棄 

地になってしまうということで，値段にはこだわらず，この機会にどうしても処分 

したいということで今回申請となったものです。  

以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 



 

  10 

豊島委員いかがでしょうか。 

 

１．豊島委員 

はい。わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   他にありますか 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，番号５番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手あり） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい。飯泉委員どうぞ。 

 

１．飯泉委員 

はい。９番飯泉です。 

こちらは売買価格が１０アール当たり０円ということですが，贈与ということ 

なのでしょうか。それとも値段がつかないということなのでしょうか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい，事務局から説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保係長） 

こちらも，先ほどの受付番号４番と同じ方の所有になります。こちらの畑は，宅地 

と隣接していまして，宅地と一体で売買となります。宅地の方には値段が付くのです 

が，畑には値段がつかないということで０円と申請書に記載されておりまして，その 

ように表記させていただいております。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

飯泉委員いかがでしょうか。 

 

１．飯泉委員 
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はい。わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   他にありますか。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，番号６番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて，番号７番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

番号８番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，採決いたします。 

   議案第２号について，原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第２号は原案どおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続きまして，議案第３号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第３号「非農地証明発行可否について」をご説明いたします。 

  今月の非農地証明願は１件となっております。 
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  １１ページをご覧ください。 

  受付番号１番，申請地は筒戸字谷津２２９３番１，地目は登記，現況とも畑，面積

は３９㎡，筒戸字谷津２３６１番，地目は登記，現況とも畑，面積は２９７㎡，合計 

２筆 ３３６㎡でございます。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  続きまして，調査部会の報告をお願いします。 

  調査部会１班の１番谷口委員よりお願いいたします。 

 

 １．谷口委員 

  はい。議案第３号非農地証明発行可否について，３月５日に行いました現地調査， 

書類審査の結果について報告いたします。 

  当日のメンバーは，齊藤会長，羽田委員，事務局から石神補佐，大久保係長，そし 

て私の計５名で実施しました。 

受付番号１番，地図は１２ページになります。 

  この場所は，常磐自動車道の南側に位置しておりまして，急斜面とフラット面の２ 

筆になっております。急斜面の部分は，道路側の方に１０本分位の伐採済みの木の切 

り株がありました。また，急斜面から下のフラット面の部分には，十数本のケヤキな 

どの雑木が生えておりました。 

今回提出されました受付番号１番につきましては，周辺の山林と一体化しており， 

農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難と思われます。 

以上のことから，この案件につきましては，茨城県が発行している農地法関係事務 

処理の手引きに記載されている非農地証明を証明できる範囲に該当すると考えますの 

で，非農地証明を発行しても差し支えないと思われます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   それでは審議いたします。議案第３号について，ご意見，ご質問のある方は挙手を 

  お願いします。 

   （挙手あり） 



 

  13 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい。飯泉委員どうぞ。 

 

１．飯泉委員 

９番飯泉です。 

地目変更で畑から山林になった場合のメリットは，税金の軽減ですとか開発などの 

容易性とか何点かあると思いますが，どの程度のメリットがあるのでしょうか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい，事務局わかりますか。 

 

１．事務局（大久保係長） 

はい。メリットについては農地から外すことで売買がしやすくなることはあろうか 

と思います。 

今回は売るためではなく地目の変更で，今後売買まで進むかどうかはわかりません 

が，法人で買う場合などは農地のままでは買えないこともありますが，農地以外の地 

目にすれば売買もしやすくなるということはあります。そういうことが一つのメリット 

になるかと思います。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

飯泉委員いかがでしょうか。 

 

１．飯泉委員 

はい。そういったことかと思いますが，今後，田や畑を管理しなくなったりして耕作

放棄地となったときに，農地以外に地目変更をされるというようなことが容易に出てき

てしまうのかなと危惧するところもあったものですから。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

事務局どうですか。 

 

１．事務局（大久保係長） 

はい。基本的に耕作放棄地だから非農地ということではありません。 

非農地証明発行の相談を受けた際には，まず事務局で現地を確認して，その後で農 
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地パトロールとか現認の際に，農業委員さんにも確認していただいてから申請しても 

らうようにしています。 

耕作放棄地イコール非農地という考えではありませんので，そこのところは大丈夫で 

す。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

飯泉委員どうですか。 

 

 １．飯泉委員 

   はい，わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

他にありませんか。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

谷口委員どうぞ。 

 

１．谷口委員  

（位置図を指しながら） 

飯泉委員，今，現地確認について報告させていただいたところですが，ここに道路 

があって，このあたりからは急斜面になっていまして切り株があります。多分土止め 

だと思います。それに加えてケヤキなどの雑木も十数本生えていました。急斜面の下 

側はフラットな土地ですが，狭い土地に木が密集しているような場所でした。 

再度言うのも何なんですが，かなり急斜面の土地でした。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  飯泉委員，よろしいですか。 

 

１． 飯泉委員 

  はい。そこのところは全然問題なかったのですが。 

  ありがとうございました。 
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１．議 長（齊藤会長） 

  その他ありますか。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第３号について，非農地証明を発行することに賛成の方の挙手をお願いいたし 

  ます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   全員賛成により，議案第３号は，非農地証明を発行することに決定いたしました。 

   

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。 

   議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

決定について（利用権設定）」を総括表によりご説明いたします。 

   １３ページをご覧ください。 

   まず，新規案件としまして，田が２５筆５１，９９１㎡，畑が５筆で， 

  ９，４３０㎡，合計３０筆で，６１，４２１㎡です。貸し手が１６人，借り手が１３ 

人となります。 

   続いて，更新案件といたしまして，田が３８筆６５，１９４㎡，畑が３筆で， 

  １，７６７㎡，合計４１筆で６６，９６１㎡です。貸し手が１６人，借り手が１２人 

  となります。総計では，田が６３筆１１７，１８５㎡，畑が８筆で，１１，１９７㎡， 

合計７１筆で，１２８，３８２㎡です。 

貸し手が３２人で，借り手が２５人となります。 

   利用権の開始時期は，平成３０年４月１日，一部平成３０年５月１日となっており 

ます。 



 

  16 

詳細につきましては，１４ページから１７ページになります。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより審議いたしますが，１６ページの受付番号５６ 

番は，豊島委員が議事参与となっております。それから１７ページの受付番号７０番， 

７１番は，矢口委員が議事参与となっておりますので，三つに分けて審議していきま 

す。 

まず，受付番号１番から５５番，５７番から６９番について，ご質問，ご意見のあ 

る方は挙手をお願いします。 

   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第４号，受付番号１番から５５番，５７番から６９番について，賛成の方の挙 

手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。全員賛成により，議案第４号，受付番号１番から 

５５番，５７番から６９番については原案のとおり決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第４号，受付番号５６番について審議いたしますので，豊島委員の退 

室をお願いいたします。 

   （豊島委員退室） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは，受付番号５６番について，ご質問，ご意見のある方は挙手をお願いしま 

す。 

（挙手なし）  

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。 
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議案第４号 受付番号５６番について，賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。 

全員賛成により，議案第４号，受付番号５６番については原案のとおり決定いたし 

ました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第４号，受付番号７０番，７１番について審議いたします。豊島委員

の入室並びに矢口委員の退室をお願いいたします。 

   （豊島委員入室，矢口委員退室） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは，受付番号７０番，７１番について，ご質問，ご意見のある方は挙手をお 

願いします。 

（挙手なし）  

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。 

議案第４号 受付番号７０番，７１番について，賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。全員賛成により，議案第４号，受付番号７０番， 

７１番については原案のとおり決定いたしました。 

   矢口委員の入室を許可します。 

（矢口委員入室） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

審議の結果，議案第４号は，全件，全員賛成により原案のとおり決定いたしました。 

資料の（案）を削除願います。 
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１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 

  積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。１８ページをご覧ください。 

   議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

  決定について（中間管理事業）」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が１５筆で，４５，６６３㎡，畑が７筆で， 

  １４，１９９㎡，合計２２筆で，５９，８６２㎡となります。貸手が５人，借手が１ 

団体となります。 

   詳細につきましては，１９ページから２０ページをご参照ください。 

   以上です。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより一括して審議いたします。 

   議案第５号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第５号について，賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第５号は原案のとおり決定いたしました。資料の(案)を削除 

  願います。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定 

  による農用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 
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 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２１ページをご覧ください。 

   議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 

  用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみです。田が１５筆で，４５，６６３㎡，畑が７筆で，１４，１９９㎡， 

合計２２筆で，５９，８６２㎡となります。地権者が５人，配分を受ける者が２人と 

なります。 

   期間は，平成３０年５月１日からとなっております。こちらについては，市から意 

見を求められているものです。 

   詳細につきましては，２２，２３ページをご参照ください。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，審議いたします。 

   議案第６号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第６号について，原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第６号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

   審議事項は以上です。これより報告事項となります。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（古谷事務局長） 

   はい。報告事項①「農地法第４条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対す 

る専決処分について」を報告いたします。２４ページをご覧ください。 

   今回，専決処分したものは，１件になります。 

   受付番号１番，小絹地区の登記畑，現況宅地の１筆，２７㎡です。住宅用地として

利用するための届け出になります。 

報告事項②「農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する専決 

処分について」を報告いたします。２５ページをご覧ください。 
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   今回，専決処分したものは，２件になります。 

   受付番号１番につきましては，紫峰ヶ丘３丁目の登記宅地，現況畑，１筆， 

１，４８７．６４㎡です。建売住宅建設のための売買です。 

   続いて，受付番号２番，申請地は台の登記現況ともに畑，１筆，９９㎡です。こち

らは，資材置場で利用するための売買になります。 

   報告事項③「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について」を報告 

いたします。議案書は２６ページから２９ページになります。 

   今回の合意解約は１４件です。 

   解約の理由ですが，１４件中１０件につきましては，耕作者変更のための解約にな 

ります。今後は別の耕作者若しくは所有者自身が耕作することになります。２件につ 

きましては，従来からの小作契約を解約し，今後は，所有者自身が耕作するものです。 

１件は，県道整備に伴い農地の一部が道路用地として買い上げられるため，売却部分 

について，解約するものです。残る１件は，貸している方が返還を求めたものです。 

 報告案件は以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   以上で本日予定しました議案は，すべて終了しました。 

   これで，３月定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

           


